
令和 ５ 年 ３ 月２４日 

 

保 護 者 様 

 

新見市立刑部小学校    

校長 田 原 栄 子 

 

 

新学期以降の学校におけるマスク着用の考え方の見直しについて 

 

日頃より、本校教育に対するご理解とご支援、及び新型コロナウイルス感染症の

拡大防止にご協力をいただき、心よりお礼申し上げます。 

さて、この度、新見市教育委員会から、新学期以降の学校におけるマスク着用の

考え方が示されました。 

つきましては、４月１日より本校において次のとおり対応しますので、引き続き

ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ マスクの着用について 

  ○ 児童及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求

めないことを基本とします。 

   ○ 基礎疾患や様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する

場合は、一人ひとりの意向を尊重します。 

○ 学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにします。 

○ 児童の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指

導します。 

 

２ その他の感染症対策について 

○ 朝の検温や体調不良時の対応等、マスク以外の感染症対策については、令

和４年度までと同様の対応を引き続きお願いします。 

○ 新型コロナウイルス感染症が、５月８日（月）に５類感染症に位置付けら

れる予定であることに伴い、今後、マスク着用以外の感染症対策についても

見直しが行われる予定です。 


